
 

令和７年度福井県地域職業訓練実施計画 

   
                   福 井 労 働 局 

福 井 県 
 高齢・障害・求職者雇用支援機構福井支部  

 
 
１ 総説 

（１）計画のねらい 
この計画は、職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号。以下「能開法」

という。）に基づき公共職業能力開発施設等で行われる離職者等に対する職業訓練

（以下「公共職業訓練」という。）、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の

支援に関する法律（平成２３年法律第４７号。以下「支援法」という。）に基づき

特定求職者に対して行われる職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）につい

て、計画期間中の対象者数等を明確にし、計画的な公共職業訓練および求職者支

援訓練（以下「公的職業訓練」という。）の実施を通じて、求職者等に対する職業

訓練受講の機会を十分に確保し、職業の安定、労働者の地位向上等を図るもので

ある。 

また、本計画について、福井労働局、福井県、公共職業安定所および独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福井支部が一体となって連携・調整を行い、

効率的かつ効果的な職業訓練の実施を図るものとする。 

 

（２）計画期間 
計画期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 

（３）計画の改定 

この計画は、職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定するものと 

する。 

 

 

２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

（１）労働市場の動向と課題 

令和６年度の福井県の労働市場の動向については、直近の 12 月末現在の就業地

別求人倍率は１．９１倍で、前年同月（令和５年 12 月末現在１．９２倍）に比べ

０.０１ポイント下回っている。求人が求職を大幅に上回って推移しており、物価

上昇等が雇用に与える影響に注視が必要な状況である。 

他方、近年の社会環境は、デジタル技術の社会実装の進展が加速している。ま

た、人生１００年時代を迎え、働く人の職業人生が長期化、さらには少子化に伴

う労働力確保の制約といった背景のもと、本県の経済の活力を維持していくため

には、働く人一人ひとりの生産性の向上を図ることが重要である。 



 

特に、広範かつ急速にデジタル技術の活用が進む中、今後、労働者に求められ

る職業能力の変化が想定されることから、ＩＴ・デジタル分野に対応できる人材

を育成するなど、産業界や地域のニーズに合った公的職業訓練の実施に取り組ん

でいく必要がある。 

さらに、オンラインによる訓練については、同時双方向型によるオンライン訓

練の実施が可能となっており、実施状況や訓練効果等を踏まえながら、福井県に

おいても引き続きこれらの訓練の実施を推進していくこととする。 

また、出産等でキャリアを中断した女性、高齢者、非正規雇用労働者、就職氷

河期世代、若者、定住外国人および障がい者等、多様な人材の活躍を推進するた

め、公的職業訓練によって一人ひとりの能力の底上げを図っていく必要がある。 

 
（２）令和６年度における公的職業訓練をめぐる状況 

令和６年度の職業訓練の受講者数は、次のとおりである。 

・公共職業訓練 １，９５３人（令和６年１２月末現在 前年度繰越者を含む） 

（離職者訓練 571 人、在職者訓練 1,353 人、学卒者訓練 29 人） 

・求職者支援訓練   １５９人（令和６年１２月末現在）  

 

令和６年度の職業訓練の就職率は、次のとおりである。  

・公共職業訓練（離職者訓練）  施設内訓練  県   ８７．５％ 

機構 ８４．０％ 

委託訓練      ８３．３％ 

・求職者支援訓練   基礎コース     ３３．３％ 

実践コース    ５８．９％ 

 

注）１ 公共職業訓練の就職率は、令和６年７月末までに修了した訓練の訓練終了後３か月

までの就職率である。 

   2 求職者支援訓練の基礎コースおよび実践コースの就職率は、令和６年７月末までに修

了した訓練の訓練修了後３か月までの雇用保険適用就職率である。 

   

３ 令和７年度における職業訓練の実施方針 
福井県内における公的職業訓練を計画的かつ効果的に実施するため、一体的な

計画のもとに取り組むとともに、それぞれの訓練は次の方針により実施する。 

 

【離職者訓練】 

  人手不足となっている介護などの福祉の分野、デジタル人材の育成ならびに中

小企業等地域のニーズを踏まえた訓練を実施するとともに、女性の正社員就労や

中高年齢者の活躍促進のための訓練を実施する。社会人として円滑な職場環境構

築に資するよう、コミュニケーション能力の向上等、基礎的な知識やスキル不足

等を補う科目等の設定を行う。 

 

【求職者支援訓練】 



 

基礎能力を習得する訓練（基礎コース）および基礎的能力から実践的能力まで

を一括して習得する訓練（実践コース）を実施する。 

【在職者訓練】 

  公共職業能力開発施設における指導員の派遣、施設設備の開放等を実施すると

ともに、企業の人材育成支援の充実が求められていることから、施設内での能力   

開発セミナーや外部講師による訓練を実施する。 

【学卒者訓練】 

  高等学校新規卒業者や若年無業者等を対象に自動車整備業や地域のものづく

り産業等で活躍できる訓練を実施する。 

【障がい者訓練】 

  ＯＡ操作、物流管理といった能力の習得や企業の現場を活用した実践的な訓練

を実施する。また、新規学卒者等を対象とした１年間の訓練を施設内で実施する。 

 

さらに、地域の関係者が連携・協力を強化するための連絡・協議の場を設け、

企業ニーズの把握に努め、職業訓練を効果的に実施する。 

 

※令和７年度離職者向け公的職業訓練の分野別の計画【別添２】 

 

４ 令和７年度における公的職業訓練の対象者数等 

 （１）離職者に対する公的職業訓練 

  ア 離職者に対する公共職業訓練  

   ○施設内訓練に係る実施規模と分野 

・令和７年度の福井県地域における施設内訓練は、２０科について３９４人の

訓練定員を確保する。 

・県立産業技術専門学院においては、ものづくりの基本となる技能を習得する

ための訓練に加え、女性や中高年齢者が活躍できる分野の訓練を実施する(訓

練期間２～６か月間)。 

・高齢・障害・求職者雇用支援機構福井支部福井職業能力開発促進センターに

おいては、地域の事業主団体、事業主等業界のニーズをもとに、主にものづ

くりの分野であって委託訓練等民間では実施が難しい訓練を実施する(訓練

期間:６～７か月間)。 

 

令和７年度計画 定員３９４人 

施設名 定員 訓練科 
就職率 

目標 

県産業技術専門学院 150 人 14 科  

85％ 

 

福井 75 人 7 科 

設備保全科 電気工事科 溶接

技術科 販売サービス科 施設

管理科 販売科、 ワークサポ

ート科（精神障がい） 

 敦賀 75 人 7 科 介護・販売科 設備保全科 電



 

気保全科 機械保全科 労務サ

ービス科 デジタル活用・経理

科 総合職業科 

福井職業能力開発 

促進センター 
244 人 6 科 

テクニカルオペレーション科 

（CAD・NC 技術科）CAD ものづく

りサポート科 生産管理技術科

（生産実務サポート科）テクニ

カルオペレーション科（短期 DS

）（CAD・機械科 職場体験付き）

ビル管理技術科 電気設備技術

科 

82.5％ 

合 計 394 人 20 科   

 
○委託訓練に係る実施規模と分野 

・委託訓練は、訓練定員を４５０人(令和６年度から３９人減)として実施する。 

・求職者の就職を支援するため、雇用保険の受給者等を対象として、専修学校

等の民間教育訓練機関等に委託して実施する。 

・設定するコースは、人手不足が深刻な介護分野をはじめ、政府のデジタル田

園都市国家構想※の実現に向けたデジタル人材育成の訓練、事務、サービス分

野等の訓練を実施する。※２０２２年度からの５年間で２３０万人育成を目標 

・全てのコースにおいて、それぞれの訓練分野の特性を踏まえたデジタルリテ

ラシーを身に付けるカリキュラムを導入する。 

・国家資格等高い知識および技能を習得し正社員就職を目指す、訓練期間が２

年および１年の訓練を実施する。 

・女性の活躍推進として、託児サービス付き訓練や短時間訓練（１日４時間程

度）を実施する。 

・企業実習付訓練を実施する。 

 

令和７年度計画 定員 ４５０人（障がい者対象委託訓練を含まない） 

訓練コース 定員 訓練科（案） 

資格取得コース 14 人  

 介護福祉士養成  5 人 介護福祉科 

情報処理技術者養成  2 人 情報処理技術科 

ＷＥＢプログラマー養成 2 人 ＷＥＢデザイン科 

調理師養成  5 人 調理師科 

IT 分野 115 人 IT 人材養成科 

営業・販売・事務分野 135 人 総合事務科、IT 初級科  

医療事務分野 30 人 医療事務科 

介護分野 80 人 介護実務者研修科、介護初任者研修科 

デザイン分野 70 人 ＷＥＢデザイン科 

製造分野 2 人 海産物加工科 



 

建設分野  4 人 鉄筋加工科、型枠加工科 

合 計 450 人  

※就職率の目標 ８５％  

 

 

イ 求職者支援訓練  

①  実施規模および就職率に係る目標 

・令和７年度においては、非正規雇用労働者、自営廃業者等雇用保険の基本手

当を受けることができない方に対する雇用のセーフティネットとしての機能

が果たすことができるよう、２７０人程度に訓練機会を提供するため、訓練

認定規模は３４０人を上限とする。 

     ※ 訓練認定規模×８０％を訓練機会提供数と想定する。 

・求職者支援訓練修了者の雇用保険適用就職率は、基礎コースで５８％以上、

実践コースで６３％以上を目標とする。 

 

② 訓練の内容 

・基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）と基礎的能力から実践的能力

までを一括して習得する職業訓練（実践コース）を設定し、求職者支援訓練

全体に占める割合は、前年度までの実績を考慮し、基礎コース３０％、実践

コース７０％程度とする。 

・デジタル分野等の成長分野や人材確保がより困難となっている介護等の分

野・職種に重点を置くとともに、地域における産業の動向および求人ニーズ

ならびに求職者ニーズを踏まえた訓練コースを設定する。 

・育児中の女性等で再就職を目指す方、特に出産・育児を理由とする離職者に

ついては、育児と職業訓練の両立を支援するため、託児サービス付きで１日

の訓練時間を短くした訓練コース（以下「リカレント教育訓練」という。）の

設定を推進する。 

・就職氷河期世代の者のうち不安定な就労に就いている方や無業の方などへの

支援として、実践的な技能等を習得のうえ就職に直結する資格等を取得でき

る訓練コースを設定する。 

・物価上昇が雇用に与える影響がある中、仕事と訓練の受講を両立しやすい環

境整備を図り、今後のステップアップに結びつけられるよう支援するため、

職業訓練コース設定について、訓練期間や訓練時間等の柔軟化を行う。 

・実践コースのうち、地域ニーズ枠については、リカレント教育訓練コースと

する。 

・実践コースのうち、その他（成長分野等）のその他（上記以外）については、

デジタル分野等の成長分野の設定を推進することとし、この分野以外でのコ

ース設定については、福井県内の求人ニーズならびに求職者ニーズを充分に

把握した上で可能とする。 

・訓練認定規模の割合は、次の表のとおりとする。 

 県 下 全 域 



 

   基 礎 コ － ス 100 人 

   実 践 コ － ス 240 人 

 介護系 25 人 

 医療事務系 10 人 

 デジタル系  75 人 

  ＩＴ分野 30 人 

  デザイン分野（Web 系） 45 人 

 地域ニーズ枠 45 人 

 その他（成長分野等） 85 人 

合計 340 人 

 

   上記のうち、新規参入枠は次のとおりとする。 

 県下全域 

基 礎 コ ー ス 30％以下 

実 践 コ ー ス 30％以下 

 

・認定単位期間については、福井県においては、四半期ごとに求職者支援訓練

を認定することとする。 

・認定単位期間ごとの具体的な定員および認定申請受付期間については、福井

労働局のホームペ－ジおよび独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

福井支部のホームペ－ジで周知する。 

・認定申請が認定上限値を下回った場合の余剰人員は、同一認定単位期間の他

の分野の認定への振替及び同一年度の次期以降の認定受付期間に繰り越す取

扱いができることとする。 

・第４四半期までに繰り越した認定枠については、第４四半期において、基礎

コースと実践コースとの間での振替および実践コースの他の分野への振替を

可能とする。 

 

③ 訓練受講者に対する就職支援等の充実 

・求職者支援訓練の受講者に対しては、公共職業安定所におけるキャリア・コ

ンサルティングを通じ、適切な訓練コースの選択を支援する。 

・求職者支援訓練の受講者には、長期失業者、正社員経験が少ない者等が少な

くないことから、職業訓練により知識および技能を高めることはもとより、

訓練修了者の就職に向けたきめ細かい支援も必要であることから、訓練期間

中にジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの機会を設け、

訓練修了後の求職活動の方向性を明確化するとともに、訓練実施機関と公共

職業安定所とが連携し、訓練効果を活かせる求人情報の提供など、就職に向

けた支援を充実する。 

・訓練修了後は、訓練実施機関による独自の就職支援のほか、公共職業安定所



 

においても、訓練実施機関が訓練修了時に交付したジョブ・カード（評価シ

ートを含む。）等を活用し、未就職者の就職支援に一層積極的に取り組むこと

とする。 

 

ウ 職業訓練の効果的な実施のための取組  

・企業ニーズの求める人材確保のため、訓練コースのレベルを差別化し、基礎

的な内容を盛込み効果的な訓練を実施する。 

 

（２）在職者に対する公共職業訓練等 

・令和７年度においては、１,７２７人の訓練定員を確保する。 

・県産業技術専門学院では、事業主と在職者のニーズを踏まえたレディメイド

型コースを実施するとともに、地域における中小企業の個々のニーズに応じ

た指導員の派遣等のオーダーメイド型コースを実施する。 

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福井支部福井職業能力開発促

進センターでは、在職者に対する職務の高度化および多様化に対応した職業

能力開発を推進するため、能力開発セミナー（ものづくり分野）および事業

主が自ら実施する教育訓練に対する指導員の派遣、施設設備の開放等を積極

的に実施する。また、県産業技術専門学院と同様に事業主からの要望に対応

するオーダーメイドセミナーを実施する。 

 

令和７年度計画 定員１,７２７人 

施設名 定員 分野および訓練科 

県産業技術専門学院 915 人 58 回  

 福井学院 580 人 26 回 電気工事、保全、溶接、CAD 等 

 敦賀学院 335 人 32 回 電気工事、保全、溶接 等 

福井職業能力開発 

促進センター 
812 人 91 回 

生産技術科、産業機械科、制御

技術科、建築科、建築設備科、

電気技術科、メカトロニクス技

術科  

合 計 1,727 人 149 回  

 
（３）学卒者に対する公共職業訓練 

・県産業技術専門学院において、普通職業訓練（普通課程および短期課程）を

実施する。 

・県産業技術専門学院では、本県のものづくり産業の将来を支える人材を養成

するため、高等学校卒業者等の若年者を対象として、職業に必要な基礎的な

技能および知識を習得させる１年間または２年間の職業訓練を実施する。 

・適職判断（職場見学・職場実習）をしたのち専門訓練を選択できる職業訓練

（総合職業科）を実施する。 

・精神障がい者等を対象とした、自己理解や働くことに共通するような基礎的

な知識・技能学び、安定した一般就労を目指す１年間の訓練（ワークサポー



 

ト科）を実施する。 

 

 自動車整備科（２年間） １５人 

総合職業科   １５人  ※福井学院 10 人 敦賀学院 5 人 

ワークサポート科   ５人  計 ４科３５人 

  
（４）障がい者等に対する公共職業訓練 

・県産業技術専門学院において、精神障がい者等を対象とした職業訓練を実施

する。（ワークサポート科６か月 ５人×２回＝定員１０人） 

    （ワークサポート科１年  定員５人）再掲 

・県産業技術専門学院に精神保健福祉士を配置し、安定して訓練が受講できる

よう、施設内における精神障がい者訓練生の心のサポートを図る。 

 

令和７年度計画 定員６５人 

訓練コース 訓練期間 定員 

ワークサポート科 6 か月×2 回 10 人 

ワークサポート科（学卒者対象） １年 ５人 

知識・技能習得訓練コース（委託） 3 か月×3 回 15 人 

実践能力習得訓練コース（委託） 2～3 か月 15 人 

特別支援学校早期訓練コース（委託） 1～3 か月 20 人 

合 計 65 人 

※就職率の目標 ８５％ 
 

５ その他、職業能力の開発および向上の促進のための取組等 

（１）関係機関との連携 

・福井労働局、福井県および独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福 

井支部が一体的に公的職業訓練の調整を行うことで、適切な規模、分野およ 

び時期において職業訓練の機会および受講者を確保する。 

・職業訓練を効果的に実施し、訓練修了者の就職を実現していく上で、県およ 

び国の関係行政機関はもとより、地域の訓練実施機関、労使団体等の幅広い 

理解および協力が求められることから、令和７年度においても福井県地域職 

業能力開発促進協議会を開催し、地域の実情を踏まえた計画的で実効性のあ 

る職業訓練を推進していく。 

 

（２）中小企業等へのリスキリング支援の実施 

福井県や県内市町が地域に必要な人材確保（中小企業、農林水産、介護等）の

ために下記の事業を実施する。      

なお、地域リスキリング推進事業の一覧を協議会に置いて報告する。 

①経営者等の意識改革、理解促進 

②リスキリングの推進サポート等 

③従業員（在職者）の理解促進・リスキリング支援 


